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議案第 ４２ 号  

 

周南市都市公園条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年２月２６日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子        

 

周南市都市公園条例の一部を改正する条例 

周南市都市公園条例（平成15年周南市条例第204号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の(１) 公園を占用する場合又は公園施設を設置する場合の使用料の表を

次のように改める。 

占用物件又は設置しようとする公園

施設の名称若しくは種類 
単位 期間 金額（円） 

第１種電柱 １本 １年 420 

第２種電柱 １本 １年 650 

第３種電柱 １本 １年 880 

第１種電話柱 １本 １年 380 

第２種電話柱 １本 １年 610 

第３種電話柱 １本 １年 830 

電柱・電話柱に附帯して設けられる

支線、支柱又は支線柱 

１本 １年 760 

その他のもの １平方メートル １年 760 

共架電線その他上空に設ける線類 １メートル １年 ４ 

地下電線その他地下に設ける線類 １メートル １年 ２ 

変圧塔その他これに類するもの １個 １年 760 
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鉄塔その他これに類するもの １平方メートル １年 760 

法第７条第２号に掲げるもの １平方メートル １年 230 

法第７条第４号

に掲げるもの 

公衆電話所 １個 １年 760 

郵便差出箱 １個 １年 320 

法第７条第６号に掲げるもの １平方メートル １日 44 

政令第12条第２項第７号又は第８号

に掲げるもの 

１平方メートル １月 440 

政令第12条第２項第９号に掲げるも

の 

１平方メートル １月 140 

無線基地局 １基 １年 760 

別表第３の(１) 公園を占用する場合又は公園施設を設置する場合の使用料の表備

考４を削り、同表備考５中「１平方メートル未満若しくは１メートル未満」を「0.01

平方メートル未満若しくは0.01メートル未満」に、「１平方メートル若しくは１メー

トルとして」を「その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨

てて」に改め、同備考を同表備考４とし、同表中備考６を備考５とし、備考７を備考

６とし、備考８を備考７とし、同表備考９中「占用料」を「使用料」に改め、同備考

を同表備考８とし、同表備考10中「占用料」を「使用料」に改め、同備考を同表備考

９とする。 

別表第３の(２) 第５条第１項各号に掲げる行為をする場合の使用料の表備考６及

び備考７中「占用料」を「使用料」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行し、改正後の周南市都市公園条例の規定は、

同日以後の公園の占用又は公園施設の設置に係る使用料について適用し、同日前の公

園の占用又は公園施設の設置に係る使用料については、なお従前の例による。 
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（参 考）  

周南市都市公園条例新旧対照表  

現行  改正案 

別表第３（第13条関係） 別表第３（第13条関係） 

 (１ ) 公園を占用する場合又は公園施設を設 置する 場合の 使

用料 

 (１ ) 公 園を占用する場 合又は 公園施設を設 置する 場合の 使

用料 

占 用 物 件 又 は 設 置 し よ う と

す る 公 園 施 設 の 名 称 若 し く

は種類 

単位 期間  金額（円）  

第１種電柱  １本 １年  360 

第２種電柱  １本 １年  550 

第３種電柱  １本 １年  740 

第１種電話柱  １本 １年  320 

第２種電話柱  １本 １年  510 

第３種電話柱  １本 １年  700 

電 柱 ・ 電 話 柱 に 附 帯 し て 設

け ら れ る 支 線 、 支 柱 又 は 支

線柱 

１本 １年  640 

その他のもの  １平方メー

トル 

１年 640 

占 用 物 件 又 は 設 置 し よ う と

す る 公 園 施 設 の 名 称 若 し く

は種類 

単位 期間  金額（円）  

第１種電柱  １本 １年  420 

第２種電柱  １本 １年  650 

第３種電柱  １本 １年  880 

第１種電話柱  １本 １年  380 

第２種電話柱  １本 １年  610 

第３種電話柱  １本 １年  830 

電 柱 ・ 電 話 柱 に 附 帯 し て 設

け ら れ る 支 線 、 支 柱 又 は 支

線柱 

１本 １年  760 

その他のもの  １平方メー

トル 

１年 760 
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現行 改正案 

共 架 電 線 そ の 他 上 空 に 設 け

る線類 

１メートル  １年 ３  

地 下 電 線 そ の 他 地 下 に 設 け

る線類 

１メートル  １年 ２  

変 圧 塔 そ の 他 こ れ に 類 す る

もの 

１個 １年  640 

鉄 塔 そ の 他 こ れ に 類 す る も

の 

１平方メー

トル 

１年 640 

法 第 ７ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る も

の 

１平方メー

トル 

１年 190 

法 第 ７ 条 第 ４ 号 に

掲げるもの  

公 衆 電

話所 

１個 １年  640 

郵 便 差

出箱 

１個 １年  270 

法 第 ７ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る も

の 

１平方メー

トル 

１日 44 

令 第 12条 第 ２ 項 第 ７ 号 又 は

第８号に掲げるもの 

１平方メー

トル 

１月 440 

共 架 電 線 そ の 他 上 空 に 設 け

る線類 

１メートル  １年 ４  

地 下 電 線 そ の 他 地 下 に 設 け

る線類 

１メートル  １年 ２  

変 圧 塔 そ の 他 こ れ に 類 す る

もの 

１個 １年  760 

鉄 塔 そ の 他 こ れ に 類 す る も

の 

１平方メー

トル 

１年 760 

法 第 ７ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る も

の 

１平方メー

トル 

１年 230 

法 第 ７ 条 第 ４ 号 に

掲げるもの  

公 衆 電

話所 

１個 １年  760 

郵 便 差

出箱 

１個 １年  320 

法 第 ７ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る も

の 

１平方メー

トル 

１日 44 

政 令 第 12条 第 ２ 項 第 ７ 号 又

は第８号に掲げるもの 

１平方メー

トル 

１月 440 
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現行 改正案 

令 第 12条 第 ２ 項 第 ９ 号 に 掲

げるもの 

１平方メー

トル 

１月 140 

パ ー ソ ナ ル ・ ハ ン デ ィ ホ

ン・システム無線基地局 

１基 １年  495 

 

政 令 第 12条 第 ２ 項 第 ９ 号 に

掲げるもの  

１平方メー

トル 

１月 140 

無線基地局  １基 １年  760 
 

 備考  

１～３  （略）  

 備考  

１～３  （略）  

４  「 令 」 と は 、 都 市 公 園 法 施 行 令 （ 昭 和 31年 政 令 第 290

号）をいう。  

 

５  使用料の単位が 面積及び長さで定め られている物件及

び施設に ついて、占用物件又は設置若しくは管理しよ う

とする公 園施設の面積若しくは長さが１平方メートル 未

満若しく は１メートル未満であるとき、又はこれらの 面

積若しく は長さに１平方メートル未満若しくは１メー ト

ル未満の 端数があるときは、１平方メートル若しくは １

メートルとして計算するものとする。 

４  使用 料 の単位が 面積及び 長さで定め られ ている物件及

び施 設 につい て 、占 用物件 又 は設置若し くは 管理しよ う

と する 公園施設 の面 積 若しく は 長さ が 0.01平方 メ ート ル

未 満若 しくは 0.01メ ー トル 未 満で あ るとき 、又 は これ ら

の 面 積 若 し く は 長 さ に 0.01平 方 メ ー ト ル 未 満 若 し く は

0.01メ ート ル 未満 の 端 数が あ るときは、そ の全面積 若 し

くは 全 長又は そ の端 数の面 積 若しくは長 さを 切り捨て て

計算するものとする。 

６～８ （略） ５～７ （略） 

９  占用 の期間が１月未満である ときの占用料に 10円 未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

８  占用 の期間が １ 月未満であるとき の 使用 料に 10円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

10 占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。 ９  使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。 

  

(２ ) 第５条第１項各号に掲げる行為をする場合の使用料  (２ ) 第５条第１項各号に掲げる行為をする場合の使用料  

 

 

 

 
（略）  （略）  
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現行 改正案 

備考 

１～５  （略）  

備考 

１～５  （略）  

６  占用の期 間が１月未満であるときの占用料に 10円 未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

６  占 用の 期間が １ 月未 満であ るときの使用 料に 10円 未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

７  占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。 ７  使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。 

(３ ) （略）  (３ ) （略）  

 


